
・

・事業場の新・増設工事の着手前６０日から着手後３０日まで
・「市外からの進出」による雇用助成、緑化助成、設備投資資金助成の場合は、対象
要件を具備する日の前日まで

   指定申請書

区 分 必 要 書 類 備      考

共 通

・定款の写し
・法人登記簿謄本の写し
・最近２期の決算書
・位置図
・平面図
・立面図
・設備配置図（予定）

該当者
の み

・建築確認済証の写し
・生産工程図（予定）
・緑化工事平面図（寸法入）
・植栽定規図

・１で提出された指定申請書に基づき、審査を行い、「指定事業者」として指定する。

   指定書

・事業場の新・増設工事の着手後速やかに届け出ること。
・事業者指定を受ける前に事業場の新・増設工事の着手をした者は、事業者指定を受
けた後速やかに届け出ること。

   着手届

１ 指定申請（事業者→市）
(1) 申請の時期

(2) 提出書類
① 使用する書式

② 添付書類

２ 事業者指定（市→事業者）
(1) 指定の時期

(2) 交付書類

３ 着手の届出（指定事業者→市）
(1) 届出の時期

(2) 提出書類
① 使用する書式
② 添付書類

申請・交付手続の流れ

※ 買収により現に操業等を行っている事業場（操業等の準備、引継等のために一
時的に操業等を休止する場合を含む。）を取得する場合は、「事業場撤退・休止
・廃止確認書」も一緒に提出すること。

※ 建築確認申請を要する事業場のみ

※ 工場のみ

※ 緑化助成該当予定の工場のみ



区 分 必 要 書 類 備      考

該当者
の み

・土地の登記簿謄本の写し
・土地の売買契約書の写し
・建物、機械設備等の売買契約
書の写し

・建物の登記簿謄本の写し

・事業場の賃貸借契約書の写し

・事業場の完成後速やかに届け出ること。

   完成届

区 分 必 要 書 類 備      考

該当者
の み

・建築検査済証の写し

・緑化工事の見積書の写し
・緑化工事の工事契約書の写し

※ 土地取得助成該当予定の事業場のみ

※ 設備投資資金助成該当予定の事業場の   
み

※ 事業所賃借料助成該当予定のコールセ
ンターのみ

※ 指定申請時に建築確認済証を提出した
事業場のみ

※ 緑化助成該当予定の工場のみ

≪Ｑ＆Ａ≫
Ｑ１ 新・増設の工事のどの時点をもって、着手年月日とするのか？

Ａ１ ① 建物等を建設する場合
・事業場の建物等の建設に着手した日とする。

→ 具体的には、基礎工事に着手した日となるが、例えば「杭打ち」を必要とする工事
であれば、これを開始した日となる。

② 土地、建物を買い取る場合
・土地、建物を取得した日とする。

→ 建物等を購入する時点から既に工事が始まっているとみなされるので、具体的には、
建物等の所有権移転登記が完了したの日となる。

③ 機械設備等を取得する場合
・機械設備等を取得した日とする。

→ 具体的には、機械設備等の取得に係る契約を締結した日となる。

④ 建物の建設に先立ち、機械設備等を取得する場合
・機械設備等を取得した日とする。

→ 具体的には、機械設備等の取得に係る契約を締結した日となる。

⑤ 建物、機械設備等を賃借する場合
・建物、機械設備等に係る賃貸借契約を締結した日とする。

≪Ｑ＆Ａ≫
Ｑ１ 新・増設の工事のどの時点をもって、完成年月日とするのか？

Ａ１ 原則として、建物の完成のみならず、機械設備等に係る据付工事等が完了し、これらの資
産を取得した日をもって完成年月日とする。

４ 完成の届出（指定事業者→市）
(1) 届出の時期

(2) 提出書類
① 使用する書式
② 添付書類



５ 操業等開始の届出（指定事業者→市）
(1) 届出の時期

(2) 提出書類
① 使用する書式
② 添付書類

６ 措置の申請（指定事業者→市）
(1) 課税免除
① 申請の時期

② 申請の要件

③ 使用する様式
④ 添付書類

・事業場の操業等を開始した後速やかに届け出ること。

   操業等開始届

区 分 必 要 書 類 備      考

該当者
の み

・登録証明書、許可証等の写し

・通信回線使用契約書の写し

・課税免除を受けようとする年の１月３１日までに申請すること。

・市税を完納していなければならない。
・申請の際現に事業場が操業していなければならない。（一時的な操業休止の場合
を除く。）

   課税免除申請書

※ リサイクル産業施設のみ
（詳細は、下記参照 ★）

※ 通信回線使用料助成該当予定のコール
センターのみ

⇒・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第１５条の規定により主
務大臣の認定を受けた特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用
事業者であることを証明する書類の写し

・特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者から委託を受け
て分別基準適合物の再商品化を行う者については、委託契約書の写し

⇒ 登録再生利用事業者の登録証明書の写し

⇒・資源の有効な利用の促進に関する法律第２７条第１項の規定により主務大臣の認定を
受けた指定再資源化事業者であることを証明する書類の写し

・指定再資源化事業者から委託を受けて資源の再資源化を行う者については、委託契約
書の写し

⇒・特定家庭用機器再商品化法第２３条第１項の規定により主務大臣の認定を受けた製造
業者等であることを証明する書類の写し

・製造業者等から委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の再商品化を行う者については、
委託契約書の写し

⇒ 解体業者及び破砕業者の許可証の写し

⇒ １年目のみならず、２年目、３年目についても申請が必要

★ リサイクル産業施設の確認書類
○ 容器包装リサイクル法関連施設

○ 食品リサイクル法関連施設

○ 資源有効利用促進法関連施設

○ 家電リサイクル法関連施設

○ 自動車リサイクル法関連施設



区 分 必 要 書 類 備      考

・償却資産申告書の写し

・設備配置図（確定）

・生産工程図（確定）

・土地の登記簿謄本の写し
・土地の売買契約書の写し

・増加雇用者数調査書

毎年度
必要な
も の

・法人税法申告書の写し
・法人税法別表１６（二）に係
る資産台帳

・理由書

・月別生産状況報告書

・業務状況を説明する書類
・市税の納税証明書
・同意書

区        分 申 請 の 時 期
土地取得
助  成

市外からの進出 基準年度の１月31日まで
市外からの進出以外 対象要件を具備した以後最初の１月31日まで
雇用助成 対象要件を具備した以後最初の１月31日まで

緑化助成

通常の場合 基準年度の１月31日まで
市外からの進出特例（
３年間の猶予措置）を
適用する場合

対象要件を具備した以後最初の１月31日まで

設備投資資金助成 対象要件を具備した以後最初の１月31日まで

事業所賃借料助成
対象要件を具備した以後最初の１月31日まで
（２年目、３年目も同様に申請が必要）

通信回線使用料助成
対象要件を具備した以後最初の１月31日まで
（２年目、３年目も同様に申請が必要）

   補助金交付申請書

・課税免除も受ける場合は、課税免除申請書に添付しているため、別途提出する
必要はない。

１
年
目
申
請
時
の
み

共
通

該
当
者
の
み

※ ２年目以降も変更がある場合は、随時
提出が必要

※ 指定申請書に添付したものから変更が
ない場合は不要

※ 工場のみ
※ 指定申請書に添付したものから変更が

ない場合は不要
※ 操業開始前３年以内に土地を取得した

場合のみ
※ 土地取得助成該当予定のため、すでに

着手届に添付している場合は不要
※ 道路貨物運送業、こん包業、倉庫業、

卸売業のみ（様式あり）

※ 固定資産減価償却内訳表のみでは不可

※ 未だ決算期に至らず確定申告がなされ
ていないため、上記の書類を提出できな
い場合（様式あり）

※ 工場の場合（様式あり）

※ 工場以外の場合（様式任意）

※ １月以降に発行されたもの

※ 様式あり

(2) 補助金
① 申請の時期

② 使用する様式

③ 添付書類
ア 共通の必要書類



区 分 必 要 書 類 備      考

１年目
申請時
の み

共 通
・償却資産申告書の写し

・設備配置図（確定）

該当者
の み

・生産工程図（確定）

毎 年 度
必 要 な
も   の

・法人税法申告書の写し
・法人税法別表１６（二
）に係る資産台帳

・理由書

・月別生産状況報告書

・業務状況を説明する書
類

・市税の納税証明書
・同意書

区 分 必  要  書  類 備      考

市外か
らの進
出

・土地取得に係る請求書の写し
・代金の支払を証明できる書類（
領収書、振込票控など）の写し

市外か
らの進
出以外

・土地取得に係る請求書の写し
・代金の支払を証明できる書類（
領収書、振込票控など）の写し

・対象となる雇用者の住民票抄本
・労働者名簿の写し
・雇用保険被保険者証事業者控の
写し

・【増設のとき】市内事業所のす
べての雇用者数が確認できる書
類（賃金台帳もしくは労働者名
簿の写しなど）

雇用助成

・対象となる雇用者の住民票抄本
・労働者名簿の写し
・雇用保険被保険者証事業者控の
写し

・【増設のとき】市内事業所のす
べての雇用者数が確認できる書
類（賃金台帳もしくは労働者名
簿の写しなど）

緑化助成
・緑化事業に係る請求書の写し
・代金の支払を証明できる書類（

※ ２年目以降も変更がある場合は、随時
提出が必要

※ 指定申請書に添付したものから変更が
ない場合は不要

※ 工場のみ
※ 指定申請書に添付したものから変更が

ない場合は不要

※ 固定資産減価償却内訳表のみでは不可

※ 未だ決算期に至らず確定申告がなされ
ていないため、上記の書類を提出できな
い場合（様式あり）

※ 工場の場合（様式あり）

※ 工場以外の場合（様式任意）

※ １月以降に発行されたもの

※ 様式あり

※ 同時に雇用助成、設備投資資
金助成を申請する場合には、合
わせて１通でよい。

※ 同時に土地取得助成、設備投
資資金助成を申請する場合には
、合わせて１通でよい。

イ 補助金の種類に応じて必要な書類

土
地
取
得
助
成



領収書、振込票控など）の写し

設備投資
資金助成

・建物、機械設備等の取得に係る
請求書の写し

・代金の支払を証明できる書類（
領収書、振込票控など）の写し

・対象となる雇用者の住民票抄本
・労働者名簿の写し
・雇用保険被保険者証事業者控の
写し

・【増設のとき】市内事業所のす
べての雇用者数が確認できる書
類（賃金台帳もしくは労働者名
簿の写しなど）

事 業 所
賃 借 料
助 成

・事業所の賃貸借契約書の写し
・事業所賃借料の請求書の写し
・事業所賃借料の支払を証明でき
る書類（領収書、振込票控など
）の写し

・対象となる雇用者の住民票抄本
・労働者名簿の写し
・雇用保険被保険者証事業者控の
写し

通信回線
使 用 料
助 成

・通信回線使用契約書の写し
・通信回線使用料の請求書の写し
・通信回線使用料の支払を証明で
きる書類（領収書、振込票控な
ど）の写し

・対象となる雇用者の住民票抄本
・労働者名簿の写し
・雇用保険被保険者証事業者控の
写し

・市税を完納していなければならない。
・申請の際現に事業場が操業していなければならない。（一時的な操業休止の場合
を除く。）

・課税免除を受けた年度の属する事業年度の決算終了後、速やかに報告すること。
。

・補助金を受けた年度の属する事業年度から３事業年度後までの各事業年度の決算
終了後、速やかに報告すること。

※ 同時に土地取得助成、雇用助
成を申請する場合には、合わせ
て１通でよい。

※ 同時通信回線使用料助成を申
請する場合には、合わせて１通
でよい。

※ 事業所賃借料助成を申請する
場合には、合わせて１通でよい
。

⇒ 結果として、初年度から３事業年度の間、報告することとなる

⇒ １回限りの補助金の場合は３事業年度の間、事業所賃借料助成、通信回線使

④ 申請要件

7 操業等の状況の報告（指定事業者→市）
(1) 報告の時期
① 課税免除

② 補助金



用料助成の場合は初年度から通算して５事業年度の間報告することとなる

⇒ 事業者指定を受けた後、指定申請の内容を変更しようとする場合

⇒ 変更の内容がわかるようになっていればよい。

⇒ 指定事業者に係る事業場が相続、合併、分割、事業の譲渡により当該事業場の所有
者に変更を生じた（承継の事実があった）場合

。

   操業等報告書

・直近の決算書

・指定事業者は、速やかに申請すること。
・市は、計画変更申請書を受理し、審査を行い、承認の是非について指定事業者に通
知すること。

   計画変更申請書

・計画の変更の内容に係る関係資料、図面等

・法人登記簿謄本（指定事業者の名称、住所、代表者を変更する場合）

・指定事業者の名称、住所を変更する場合
・事業場の所在地を変更する場合
・事業場の事業内容に大幅な変更があり、指定申請の際、事業計画書に記載した内容
を大幅に修正する必要がある場合

・その他事業上の新・増設に係る計画に重要な変更を生ずる場合

・指定事業者の承継人は、速やかに申請すること。
・市は、承継届を受理し、受理した旨を承継人に通知すること。
・市が行う措置については、承継人対して行うこと。

   承継届

・承継の事実を証する書類

(2) 提出書類
① 使用する書式
② 添付書類

※ その他必要に応じて行う手続

Ａ 指定申請内容の変更（指定事業者→市）

(1) 手続の時期

(2) 提出書類
① 使用する書式
② 添付書類

(3) 申請が必要となるもの

Ｂ 措置の承継の届出（指定事業者の承継人→市）

(1) 手続の時期

(2) 提出書類
① 使用する書式
② 添付書類



・承継人の定款、登記簿謄本、最近２期の決算書

・指定事業者は、速やかに届け出ること。
・市は、操業等休止等予定届を受理し、(3)のとおり操業等の休止又は廃止に関する
協議を行う。

操業等休止等予定届

・操業等の休止又は廃止に至る理由
・雇用者に対する賃金、退職金等の支払状況
・解雇する雇用者の今後の処遇
・措置の対象とした事業場の今後の取扱い

・指定事業者は、速やかに届け出ること。
・市は、操業等休止（廃止・変更）届を受理し、受理した旨を指定事業者に通知する
こと。

操業等休止（廃止・変更）届

Ｃ 操業等休止等の予定の届出（指定事業者→市）

(1) 手続の時期

(2) 提出書類   

(3) 操業等の休止又は廃止に関する協議の内容

Ｄ 操業等の休止等の届出（指定事業者→市）

(1) 手続の時期

(2) 提出書類   

⇒ 事業場の操業等開始後３年以内に操業等を休止、廃止（倒産を除く）する場合

⇒ 事業場の操業等開始後１０年以内に操業等を休止、廃止した場合
事業場の操業等開始後１０年以内に操業等の内容を著しく変更した場合
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